
�
�
食
品
に
つ
い
て
用
途

発
明
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
経
緯
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

中
野

特
許
庁
は
長
年

「
食
品
自
体
が
用
途
で
あ

る
」
と
い
う
考
え
の
下
、
食

品
の
３
次
機
能
（
体
調
調
節

作
用
）
に
つ
い
て
用
途
特
許

の
成
立
を
認
め
て
い
な
か
っ

た
。
ま
た
、
食
品
業
界
で
も

市
場
で
の
紛
争
を
懸
念
し
て

食
品
に
用
途
特
許
を
認
め
る

こ
と
に
反
対
の
声
も
多
く
、

足
並
み
が
揃
わ
な
か
っ
た
。

そ
の
流
れ
を
大
き
く
変
え

た
の
は
、
２
０
１
５
年
４
月

に
導
入
さ
れ
た
機
能
性
表
示

食
品
制
度
だ
。
ト
ク
ホ
に
比

べ
て
取
得
が
容
易
な
た
め
機

能
性
表
示
食
品
を
開
発
提
供

す
る
企
業
が
増
え
、
消
費
者

に
広
く
認
知
さ
れ
た
こ
と
で

市
場
は
拡
大
、
食
品
業
界
か

ら
機
能
性
表
示
食
品
の
研
究

開
発
に
か
け
た
投
資
を
回
収

す
る
道
が
欲
し
い
と
、
特
許

を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
特
許
庁
は
食

品
の
用
途
発
明
に
関
す
る

「
特
許
・
実
用
審
査
基
準
」

を
１６
年
４
月
に
改
訂
し
、
運

用
を
開
始
し
た
と
い
う
の
が

大
ま
か
な
経
緯
で
あ
る
。

�
�
特
許
の
出
願
か
ら
承

認
ま
で
は
。

中
野

特
許
出
願
し
た

後
、
３
年
以
内
に
審
査
請
求

を
し
て
初
め
て
審
査
さ
れ
る

と
い
う
流
れ
に
な
る
（
図
表

参
照
）
。
審
査
に
よ
り
、
先

行
技
術
が
な
い
な
ど
、
拒
絶

理
由
が
な
い
場
合
は
ス
ト
レ

ー
ト
で
特
許
査
定
に
な
る

が
、
そ
れ
が
良
い
と
は
一
概

に
言
え
な
い
。
拒
絶
理
由
通

知
を
受
け
る
こ
と
で
、
先
行

技
術
と
差
別
化
し
、
ま
た
申

請
書
類
（
明
細
書
お
よ
び
特

許
請
求
の
範
囲
）
を
再
度
見

直
し
て
整
備
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
拒
絶
理
由
通

知
は
、
真
に
有
効
な
特
許
を

取
得
す
る
た
め
に
有
用
な
機

会
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

�
�
特
許
が
独
占
排
他
権

と
い
う
権
利
だ
け
に
、
よ
り

慎
重
で
あ
っ
た
方
が
よ
い
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

中
野

食
品
に
関
す
る
発

明
の
技
術
内
容
は
、
扱
う
素

材
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
比
較
的
シ
ン
プ
ル
だ
。
逆

に
シ
ン
プ
ル
な
技
術
だ
け
に

従
来
技
術
と
差
別
化
し
て
特

許
に
す
る
の
は
難
し
い
と
い

え
る
。
こ
の
た
め
、
用
途
発

明
も
含
め
て
特
許
の
取
得
に

は
、
特
許
庁
の
審
査
基
準
や

運
用
を
知
っ
て
お
く
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
、
権
利
化
さ
れ
た

特
許
発
明
が
ど
の
よ
う
に
解

釈
さ
れ
る
か
、
裁
判
例
を
含

め
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
が

重
要
に
な
る
。

な
お
、
特
許
後
の
権
利
範

囲
の
広
さ
と
強
さ
を
考
え
れ

ば
、
用
途
を
限
定
せ
ず
、
組

成
物
や
食
品
そ
の
も
の
と
し

て
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
新
規
性
や
進
歩

性
の
点
で
そ
れ
が
難
し
け
れ

ば
、
ビ
ジ
ネ
ス
で
使
用
す
る

ヘ
ル
ス
ク
レ
ー
ム
（
健
康
強

調
表
示
）
を
考
慮
し
た
上

で
、
用
途
発
明
と
し
て
「
こ

う
す
れ
ば
取
得
で
き
る
の
で

は
」
と
い
っ
た
提
案
を
行
っ

て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
薬
理
デ
ー
タ
を
見
て
、

し
っ
か
り
判
断
で
き
る
目
が

あ
る
点
は
、
弊
所
の
強
み
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

�
�
御
事
務
所
は
歴
史
の

古
い
事
務
所
で
す
ね
。

中
野

１
９
４
６
年
に
創

立
し
、
昨
年
７０
周
年
を
迎
え

た
。
大
阪
オ
フ
ィ
ス
が
あ
る

道
修
町
は
、
薬
種
問
屋
が
多

く
軒
を
連
ね
た
「
く
す
り
の

町
」
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
土

地
柄
か
ら
、
化
学
系
弁
理
士

が
歴
代
の
所
長
を
務
め
、
特

許
に
つ
い
て
は
化
学
お
よ
び

バ
イ
オ
を
最
も
得
意
な
分
野

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
古
く

か
ら
製
薬
企
業
と
の
取
引
が

多
く
約
８０
か
国
以
上
、
多
く

の
国
々
に
外
国
出
願
を
し
て

き
た
。
現
在
は
商
標
も
含
め

る
と
海
外
１
０
０
か
国
以
上

の
弁
理
士
、
弁
護
士
と
の
業

務
提
携
関
係
を
築
い
て
い

る
。
国
内
は
も
と
よ
り
、
海

外
に
お
け
る
知
的
財
産
権
全

般
（
特
許
、
実
用
新
案
、
意

匠
、
商
標
）
に
関
す
る
最
新

の
知
識
と
長
年
の
経
験
に
基

づ
い
た
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で

き
る
の
も
、
ほ
か
に
は
な
い

弊
所
の
強
み
だ
と
考
え
て
い

る
。�

�
今
後
に
つ
い
て
は
。

中
野

最
近
で
は
、
ど
の

企
業
も
権
利
に
関
し
て
か
な

り
シ
ビ
ア
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
特
許
取
得
だ
け
で
な

く
、
他
社
の
特
許
に
対
す
る

抵
触
関
係
に
関
す
る
相
談
も

増
え
て
き
た
。
企
業
に
と
っ

て
他
社
の
特
許
を
侵
害
す
る

こ
と
は
、
損
害
賠
償
な
ど
の

金
銭
的
な
損
害
だ
け
で
な

く
、
社
会
的
信
用
を
失
う
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。
特
に

食
品
分
野
は
、
消
費
者
層
が

広
く
世
間
の
関
心
が
高
い
た

め
、
特
許
侵
害
す
る
こ
と
で

受
け
る
企
業
の
ダ
メ
ー
ジ
は

大
き
い
。

こ
う
し
た
知
的
財
産
を
重

要
視
す
る
傾
向
は
さ
ら
に
強

ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

自
己
の
実
施
（
ビ
ジ
ネ
ス
）

を
守
り
確
保
す
る
意
味
で
も

特
許
出
願
は
重
要
で
あ
る
。

今
後
、
弁
理
士
の
専
門
知
識

を
求
め
る
声
は
、
よ
り
高
ま

っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
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三
枝
国
際
特
許
事
務
所
（
大
阪
市
中
央
区
道
修
町
、
林
雅
仁
代
表
社
員
）
は
、
昨
年
４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
食

品
の
用
途
発
明
に
関
す
る
特
許
庁
の
審
査
基
準
改
訂
に
対
応
し
、
健
康
食
品
分
野
に
お
け
る
知
的
財
産
権
全
般
に
関

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
強
化
し
て
い
る
。
同
分
野
で
は
ト
ク
ホ
制
度
に
続
く
機
能
性
表
示
食
品
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
素

材
や
商
品
の
開
発
が
活
発
化
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
今
後
、
特
許
お
よ
び
商
標
を
は
じ
め
と
す
る
知
的
財
産
権
の

保
護
は
一
段
と
重
要
に
な
る
。
同
事
務
所
に
は
、
大
阪
お
よ
び
東
京
を
拠
点
に
計
３７
人
の
弁
理
士
が
在
籍
す
る
。
弁

理
士
が
各
自
の
専
門
分
野
に
応
じ
て
「
化
学
・
バ
イ
オ
部
」
「
機
械
・
電
気
部
」
「
商
標
・
意
匠
部
」
の
３
部
門
に

分
か
れ
て
顧
客
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
。
今
春
は
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
で
開
催
さ
れ
た
「
健
康
博
覧
会
」
に
出

展
。
会
場
で
の
講
演
を
通
じ
、
知
的
財
産
の
保
護
の
重
要
性
お
よ
び
活
用
法
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
反
応
は
予
想
以

上
で
、
メ
ー
カ
ー
各
社
か
ら
相
談
、
依
頼
が
増
加
し
て
い
る
模
様
だ
。
同
事
務
所
副
所
長
・
中
野
睦
子
弁
理
士
に
聞

い
た
。

副所長・弁理士

中野 睦子氏

知
的
財
産
を
守
る
動
き
活
発
化

知
的
財
産
を
守
る
動
き
活
発
化

知知
的的
財財
産産
をを
守守
るる
動動
きき
活活
発発
化化

食
品
特
許
の
必
要
性
高
ま
る
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三三
枝枝
国国
際際
特特
許許
事事
務務
所所

出願人特許出願

出願公開

拒絶理由通知

意見書・補正書

特許査定

特許料納付

特許審決 拒絶審決

審決取消訴訟

拒絶査定

拒絶査定
不服審判

審査
拒絶理由ありか？

審査
拒絶理由は
解消したか？

審理
拒絶査定は妥当か？

審査請求

特許庁

YES

出願書類を特許庁に提出します

出願から1年6ヶ月後に出願の内容が公開されます

審査官が、新規性・進歩性等の要求について審査します

拒絶理由に納得できない場合、意見書・補正書を提出します

意見書・補正書の提出によって、
拒絶理由が解消したか否か判断されます

特許すべきと判断された場合、
特許査定となります

拒絶査定が妥当でないと判断された場合、
特許審決となります

1～3年分の特許料を納付することで、特許権が発生します

※出願日から最長20年間、特許権を存続させることができます

拒絶査定が妥当であると判断
された場合、拒絶審決となります

拒絶審決に納得できない場合、
知財高裁に訴訟を提起できます

拒絶理由が解消していないと判断された場合、
拒絶査定となります

審判官が、拒絶査定が
妥当か否か審理します

拒絶査定に納得できない場合、審判を請求できます

特許権を得るためには、3年以内に審査請求を行う必要があります
※出願しただけでは特許権は得られません

審査官が特許出願を拒絶すべきと判断した場合、拒絶理由が通知されます
※概ね1回は通知されます（複数回通知される場合もあります）

YES

YES

NO

NO

NO

特許権取得までの流れ

（第３種郵便物認可）�９� ２０１７年（平成２９年）４月２１日 金曜日


